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土地利用調整計画 

第１ 土地利用調整計画 

１．所在・面積 

区域名    所在 地番 面積 

（㎡） 市町村 大字 字  

戸島町東地区 熊本市 戸島町 ― 別表１ 別表１ 

※対象区域図は別紙 1 のとおり。 

 

２．土地の農業上の利用との調整に関し必要な事項 

・現況地目別面積                            (単位：㎡)  

区域名 農地 採草放牧地 宅地 山林・原野 その他 合計 

戸島町東地区 67,795   2,059  69,854 

 

・用途区分別面積                            （単位：㎡） 

区域名 農地 採草放牧地 混牧林地 農業用施設用地 合計 

戸島町東地区 69,854    69,854 

 

３．市街化調整区域における土地利用の調整に関し必要な事項 

・区域毎の面積                             （単位：㎡） 

区域名 市街化区域 市街化調整区域 合計 

戸島町東地区  69,854 69,854 

※本区域は全域が市街化調整区域であるが、熊本県地域未来投資促進基本計画を踏まえ、 

本制度を活用した市街化調整区域における農地法及び農振法に係るもの以外の土地利用

調整は行わない(別途、都市計画法第 12 条の４に規定する地区計画を定める)。 

 

第２ 土地利用調整計画において地域経済牽引事業を行おうとする者に関する次の事項 

イ 地域経済牽引事業の内容 

 本区域に立地するマルチテナント型物流倉庫を運営する事業者や成長ものづくり分野の

事業者が、半導体関連産業の集積地であるセミコンテクノパーク、阿蘇くまもと空港や熊本

インターチェンジ等の広域交通拠点に近接する強みを生かし、事業活動を展開することに

より、地域企業の取引額の増加、多様な働く場の創出など、地域経済の好循環を実現し、将

来にわたり持続可能な本市産業基盤の強靭化を実現するもの。 
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【事業者 A、B、C(区画①)：マルチテナント型物流倉庫】 

 事業者 A、B、C は、半導体関連産業の集積地であるセミコンテクノパーク、阿蘇くまも

と空港や熊本インターチェンジ等の広域交通拠点に近接する立地を活かしマルチテナント

型物流倉庫を建設する計画である。 

当マルチテナント型物流倉庫は、半導体関連企業の要望に応じ、素材や部品などの迅速な

運搬およびメンテナンス保守対応の部品保管を取り扱う計画となっている。 

また、国内外の半導体関連企業の進出に伴う、人口の増加や建築需要の増加に関連する製

品、食料品、医薬品、建材等の物流ニーズへも対応する。当事業計画を推進することにより、

産業基盤の強靭化及び高い付加価値、経済的効果の創出による地域経済の活性化に寄与す

るもの。 

 

【事業者 A、D(区画②、③)：マルチテナント型物流倉庫】 

事業者 A、D は、半導体関連産業の集積地であるセミコンテクノパーク、阿蘇くまもと空

港や熊本インターチェンジ等の広域交通拠点に近接する立地を活かしマルチテナント型物

流倉庫を建設する計画である。 

当マルチテナント型物流倉庫は、半導体関連企業の要望に応じ、素材や部品などの迅速な

運搬およびメンテナンス保守対応の部品保管を取り扱う計画となっている。 

また、国内外の半導体関連企業の進出に伴う、人口の増加や建築需要の増加に関連する製

品、食料品、医薬品、建材等の物流ニーズへも対応する。当事業計画を推進することにより、

産業基盤の強靭化及び高い付加価値、経済的効果の創出による地域経済の活性化に寄与す

るもの。 

 

【事業者 E(区画④)：半導体関連製造業】 

 事業者 E は、半導体関連産業の集積地であるセミコンテクノパークに近接する当開発地

において、半導体に関連する設備や製品を製造する生産拠点を整備し、ビジネス領域の拡大

および収益性の向上、人材・組織の強化を図る計画である。 

台湾の世界的半導体メーカーの菊陽町への進出を契機に半導体関連産業の更なる集積が

進む熊本において、当事業計画を推進することにより、産業基盤の強靭化及び高い付加価値、

経済的効果の創出による地域経済の活性化に寄与するもの。 

 

なお、地域経済牽引事業計画については、施設の用途に即して、「区画１～３」、「区画４」

の２つに分けて策定することとする。 

  

【利用する地域の特性及びその活用戦略】 

 ・半導体、輸送用機械、食品・医薬品・医療機器等の産業集積を活用した成長ものづくり

分野 
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ロ 地域経済牽引事業の用に供する施設の規模               (単位：㎡) 

番号 区域名 予定建築物の用途 予定建築物の敷地面積 開発区域の面積 

① 戸島町東地区 マルチテナント型物流倉庫 32,985 

73,341 

② 戸島町東地区 マルチテナント型物流倉庫 20,827 

③ 戸島町東地区 マルチテナント型物流倉庫 9,976 

④ 戸島町東地区 半導体関連工場 8,335 

 その他  1,218 

※今回設定する土地利用調整区域（69,854 ㎡）は、開発区域（73,341 ㎡）の中で土地利用 

調整が必要な箇所のみを選定したもの。 

※予定建築物の配置図は別紙 2 のとおり。 

 

第３ 土地利用調整区域の土地利用の調整に関する事項 

 

１．重点促進区域内の既存の工場適地や業務用地等の活用可能性 

重点促進区域内に既存の工場適地、業務用地及び遊休地等は存在しない。 

 

２．土地の農業上の利用との調整に関し必要な事項  

① 農用地区域外での開発を優先すること  

（基本計画における方針） 

地域経済牽引事業を行おうとする者の具体的な立地ニーズ（事業の見通しや必要な

用地の規模等）を把握し、農用地区域外での開発を優先する。 

【出展：熊本県基本計画９の(２)】 

 

（上記基本計画における方針との関係）  

  各事業者の地域経済牽引事業計画にて、物流倉庫及び半導体関連する生産拠点の立

地ニーズを把握し、約 7ha の事業用地の必要性を確認した。 

 一方、本市には、工業団地未分譲地、宅地化された遊休地など、地域経済牽引事業計

画に活用できるまとまった未利用地はなく、重点促進区域においても、当該土地利用調

整区域に含まれる農地以外に、地域経済牽引事業計画の実施のためにふさわしい特性

(土地の広がり・規模、広域交通拠点との近接性、交通ネットワーク、既存取引先との

近接性等)を有した土地がないことから、やむを得ず、農用地区域内ではあるが、土地

利用調整区域を設定することとする。 

 

② 周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないようにすること 

（基本計画における方針） 

高性能機械による営農に支障が生じないよう、集団的農地の中央部に土地利用調整
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区域を設定しない。また、農業生産基盤整備事業の実施や、農地中間管理事業等の農地

流動化施策の推進に支障が生じないよう、小規模な開発行為がまとまりなく実施され

るような土地利用調整区域の設定は行わない。加えて、農業経営基盤強化促進法第１９

条第１項に規定する地域計画に定められた農作物の生産振興や産地形成、当該地域計

画に定められた効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積及

び農用地の集団化に関する目標等の達成に支障が生ずる土地利用調整区域の設定は行

わない。 

【出展：熊本県基本計画９の(２)】 

（上記基本計画における方針との関係） 

  本区域においては、集団的農地の中央部における開発を避ける形で土地利用調整区

域を設定しており、農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じることはないと考え

られる。また、本区域は約 7ｈａの規模があるため、一定規模まとまった開発行為とな

り、農業生産基盤整備事業の実施や農地中間管理事業等の農地流動化施策の推進への

支障が生じることはないと考えられる。 

 

③面積規模が最小限であること 

（基本計画における方針） 

やむを得ず、農地を地域経済牽引事業の用に供する場合は、地域経済牽引事業を行お

うとする者の具体的な立地ニーズを踏まえ、必要最小限の面積となるよう調整する。 

 【出展：熊本県基本計画９の(２)】 

 

（上記基本計画における方針との関係） 

  【区画①～③：マルチテナント型物流倉庫】 

   地域経済牽引事業計画の実施にあたり、テナント企業から要望のあっている荷量を

保管・管理するには、パレットラック、プラットホーム、トラックバース、エレベータ

ー等の区画・設備が必要となり、計画規模のマルチテント型物流施設が必要となる。 

また、従業員用の駐車場、大型トラックの待機用駐車場、開発許可等において緑地、

調整池等の配置が求められることから、計画の敷地面積は必要最小限と認められる。 

  【区画④半導体関連製造業】 

   地域経済牽引事業の実施にあたり、半導体に関連する設備や製品を製造する生産拠

点を整備するには、計画規模の生産施設、事務棟が必要となる。 

   また、従業員用の駐車場、開発許可等において緑地、調整池等の配置が求められるこ

とから、計画の敷地面積は必要最小限と認められる。 

 

④面的整備を実施した地域を含めないこと 

（基本計画における方針） 
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重点促進区域 B 及び C に、土地改良事業等（区画整理、農用地の造成、埋立て又は

干拓に該当するもの）を実施した農地は無い。今後実施する場合は、当該事業の工事が

完了した年度の翌年度の初日から起算して８年を経過していないものは、土地利用調

整区域に含めない。 

 【出展：熊本県基本計画９の(２)】 

（上記基本計画における方針との関係） 

  本区域には、土地改良事業等（区画整理、農用地の造成、埋立て又は干拓に該当する

もの）を実施した農地は無い。また、本区域において、今後予定されている面的整備事

業はない。 

 

⑤農地中間管理機構関連の取組に支障が生じないようにすること 

（基本計画における方針） 

土地改良法第８７条の３第１項の規定により行う土地改良事業（以下「農地中間管理

機構関連事業」という。）のうち農業者の費用負担を求めずに事業を実施した農地で農

地中間管理権の存続期間中のもの及び農地中間管理機構関連事業を行う予定があるこ

とが公にされている農地については、土地利用調整区域に含めない。 

また、農地中間管理権の存続期間が満了した農地についても、①から③までの考え方

に基づき、やむを得ない場合でなければ土地利用調整区域に含めない。 

 

（上記基本計画における方針との関係） 

   本区域において、農地中間管理機構関連事業を実施した農地又は農地中間管管理機

構関連事業を実施予定である農地はない。 


